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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第３四半期連結
累計期間

第８期
第３四半期連結

累計期間
第７期

会計期間

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　９月30日

自平成27年
　１月１日
至平成27年
　９月30日

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　12月31日

売上高 （百万円） 9,607 10,007 13,019

経常利益 （百万円） 2,547 1,946 3,596

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,516 1,220 2,260

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,609 1,163 2,628

純資産額 （百万円） 7,815 9,584 8,712

総資産額 （百万円） 11,840 14,170 13,188

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 57.34 45.54 85.81

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 57.16 41.84 84.26

自己資本比率 （％） 60.6 65.1 61.3

 

回次
第７期

第３四半期連結
会計期間

第８期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成26年
　７月１日
至平成26年
　９月30日

自平成27年
　７月１日
至平成27年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 51.40 27.77

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

EDINET提出書類

ＧＣＡサヴィアン株式会社(E05733)

四半期報告書

 4/19



３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

当第３四半期累計期間における世界のＭ＆Ａ(*)市場は、公表された案件の総額で３兆2,220億ドル（前年同期比

で約３割増加）となり、同期間の比較では、2007年以来８年ぶりの高水準となっております。また、日本のＭ＆Ａ

市場においても、公表ベースで15兆3,594億円（前年同期比で約５割増加）となり、とりわけ日本企業による海外

企業の買収は８兆円を突破しており、既に過去最高であった2012年の１年分を超えております（以上トムソンロイ

ター調べ）。

このような市場環境の下、日本リージョンのアドバイザリー事業ではメガ案件(*)を含む複数の大型案件がク

ローズしたことから四半期としては過去最高の売上高となり、第３四半期累計期間においては前年同期比約２倍と

なりました。また、米国リージョンのアドバイザリー事業において、パイプライン(*)は前年同期に比べ大きく積

み上がっており、第４四半期以降にクロージング(*)を予定している案件が数多く含まれております。なお、当社

は日本企業が関連するＭ＆Ａアドバイザーのランキングで2015年第３四半期において、公表金額ベースで第８位に

ランクインしました（トムソンロイター調べ）。

こうした経営環境下において、クライアントにとって最善のＭ＆Ａ案件を提案・実行する機能を強化し、今後

益々増加が予想されるクロスボーダー案件(*)に対応するため、日米両拠点におけるシニアバンカー(*)の積極採用

を行うと同時に、増加するクライアントの東南アジアにおけるＭ＆Ａニーズに応えるべく、昨年末にシンガポール

に現地法人を設立し、シンガポール有数のブティックファーム(*)であるTC Capitalとの業務提携により、既存の

インド・中国法人等に加え、アジア全域をカバーできる体制を構築しております。更に、クライアントのニーズに

応えるべく、Ｍ＆Ａの戦略立案及びＰＭＩ(*)を提供する専門チームを立ち上げ、サービスラインを拡充しており

ます。

なお、セグメント別においては、アドバイザリー事業の売上高は9,795百万円と前年同四半期比36.6％増とな

り、営業利益は2,132百万円と前年同四半期比約2.2倍の大幅増となりました。一方、アセットマネジメント事業の

売上高は、当社子会社である株式会社メザニンが運営するファンドにおいて投資の回収が進んだ結果発生した成功

報酬が当期には発生していないため、前年同四半期比で大幅に減少しており、営業損失は217百万円（前年同四半

期は1,594百万円の営業利益）となりました。

以上により、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高10,007百万円（前年同四半期比4.2％増）、営業利益

1,915百万円（前年同四半期比25.4％減）、経常利益1,946百万円（前年同四半期比23.6％減）、四半期純利益

1,220百万円（前年同四半期比19.5％減）となりました。

日本において「コーポレートガバナンスコード」が導入され、欧米のようにＭ＆Ａの更なる推進、Ｍ＆Ａアドバ

イザーの選定プロセスの透明化（利益相反のある金融機関系アドバイザーの回避）が進むことから、今後、独立系

である当社の重要性がますます増加するものと確信しております。

 

注）(*)につきましては下記の用語集を参照願います。

 

（セグメント別売上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
2 0 1 5 年

第３四半期累計
2 0 1 4 年

第３四半期累計
前期比 増減率（％）

アドバイザリー     

日本 5,951 3,006 2,945 98.0

米国 3,758 4,161 △402 △9.7

その他 85 4 81 －

アセットマネジメント 212 2,435 △2,223 △91.3

売上高合計 10,007 9,607 400 4.2
 

 

（メザニンファンド投資残高）

 営業投資有価証券 営業貸付金 合計

当第３四半期末 件 百万円 件 百万円 件 百万円

ファンドによる投資(件数・金額) 2 4,500 1 2,500 3 7,000
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（用語集）

以下につきましては、本文中に記載の用語を中心に、関連する用語についても記載しております。

 

１．Ｍ＆Ａ・・・Merger and Acquisitionの略。企業買収や合併等の総称。

２．メガ案件・・・報酬金額10億円以上のＭ＆Ａ案件のこと（当社での呼称）。

３．パイプライン・・・受注した進行中のＭ＆Ａ案件のこと。

　４．クロスボーダー案件・・・国境を越えて行われる企業のＭ＆Ａ案件のこと。国内企業同士で行われるＭ＆Ａ

に比べて、地理的な距離の問題や、法律、税制や文化、商慣行の相違のためにより難易度の高い案件となる

ことが多い。

　５．シニアバンカー・・・Ｍ＆Ａアドバイザーの中でも特に経験豊富で専門性が高く、かつ案件獲得の中心とな

る人材のこと。

６．ブティックファーム・・・独立系Ｍ＆Ａアドバイザリー専業会社のこと。

　７．クロージング・・・Ｍ＆Ａ案件完了のこと。買収案件の場合、買収契約書の実行を指し、買手から売手に対

して買収対価が支払われ、売手は買手に対し買収対象を引き渡す。

　８．アセットマネジメント・・・投資家に代わって資産の効率的な運用を行う業務のこと。また、投資家から資

金を集い、出資を行うことを目的とした組合をファンド（投資事業組合）という。

　９．メザニン・・・メザニン（Mezzanine）とは「中二階」の意味であり、メザニンファイナンスは、シニア

ローン（通常融資）とエクイティ（普通株式）の中間に位置する資金調達方法をいう。

　10．ＰＭＩ・・・Post Merger Integrationの略。Ｍ＆Ａによる統合効果を確実にするために、Ｍ＆Ａ初期段階

より統合阻害要因等に対し事前検証を行い、Ｍ＆Ａ実行後においてシナジーを実現し、企業価値を向上させ

るための統合プロセスのこと。

 

　(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　(3）研究開発活動

　　　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 114,599,200

計 114,599,200

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成27年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 27,487,085 27,487,085
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　100株

計 27,487,085 27,487,085 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
389,075 27,487,085 216 1,317 216 942

　（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

 議決権制限株式（その他） － － －

 完全議決権株式（自己株式等） － － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式 27,096,600 270,966 －

 単元未満株式 普通株式     1,410 － －

 発行済株式総数 27,098,010 － －

 総株主の議決権 － 270,966 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれておりま

す。

２．当第３四半期会計期間に新株の発行を実施したことにより、当第３四半期会計期間末の発行済株式総

数は27,487,085株となっております。

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

 自己名義所有

 株式数（株）

 他人名義所有

 株式数（株）

 所有株式数の

 合計（株）

 発行済株式総数

 に対する所有株

 式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常勤監査役 － 監査役 － 岩﨑　二郎 平成27年４月１日

監査役 － 常勤監査役 － 井上　修 平成27年４月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,360 7,930

売掛金 918 2,129

有価証券 51 630

営業投資有価証券 598 153

その他 514 2,020

流動資産合計 11,443 12,865

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 117 100

その他（純額） 81 107

有形固定資産合計 199 208

無形固定資産 54 54

投資その他の資産   

投資有価証券 283 187

関係会社株式 36 46

その他 1,174 809

貸倒引当金 △2 －

投資その他の資産合計 1,491 1,042

固定資産合計 1,744 1,305

資産合計 13,188 14,170

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 879 1,190

賞与引当金 － 2,117

その他 3,308 1,256

流動負債合計 4,187 4,564

固定負債   

その他 288 21

固定負債合計 288 21

負債合計 4,476 4,585

純資産の部   

株主資本   

資本金 588 1,317

資本剰余金 2,911 2,882

利益剰余金 4,319 4,565

自己株式 △241 △0

株主資本合計 7,578 8,765

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 △22

為替換算調整勘定 504 476

その他の包括利益累計額合計 511 454

新株予約権 622 365

純資産合計 8,712 9,584

負債純資産合計 13,188 14,170

 

EDINET提出書類

ＧＣＡサヴィアン株式会社(E05733)

四半期報告書

10/19



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 9,607 10,007

売上原価 5,691 6,481

売上総利益 3,916 3,526

販売費及び一般管理費 1,350 1,611

営業利益 2,565 1,915

営業外収益   

受取利息 10 24

為替差益 － 5

その他 1 0

営業外収益合計 12 31

営業外費用   

為替差損 29 －

その他 0 －

営業外費用合計 30 －

経常利益 2,547 1,946

特別利益   

投資有価証券売却益 － 81

特別利益合計 － 81

特別損失   

投資有価証券評価損 15 24

特別損失合計 15 24

税金等調整前四半期純利益 2,531 2,002

法人税等 1,015 781

少数株主損益調整前四半期純利益 1,516 1,220

四半期純利益 1,516 1,220
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,516 1,220

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △29

為替換算調整勘定 93 △27

その他の包括利益合計 92 △57

四半期包括利益 1,609 1,163

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,609 1,163

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年１月１日
至 平成27年９月30日）

減価償却費 80百万円 71百万円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成26年２月13日

取締役会
普通株式 213百万円 利益剰余金 8円 平成25年12月31日 平成26年３月12日

平成26年７月30日

取締役会
普通株式 130百万円 利益剰余金 5円 平成26年６月30日 平成26年９月12日

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年２月12日

取締役会
普通株式 704百万円 利益剰余金 27円 平成26年12月31日 平成27年３月10日

平成27年７月29日

取締役会
普通株式 270百万円 利益剰余金 10円 平成27年６月30日 平成27年８月10日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 
アドバイザリー

事業

アセット
マネジメント

事業
合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,171 2,435 9,607 － 9,607

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
- － － － －

計 7,171 2,435 9,607 － 9,607

セグメント利益 971 1,594 2,565 － 2,565

 

　なお、アドバイザリー事業の地域別内訳は以下のとおりです。

 
日本 米国 その他 計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高 3,006 4,161 4 7,171

営業利益（又は営業損失） 395 691 △115 971

　（注）「その他」に属する主な国は英国であります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 
アドバイザリー

事業

アセット
マネジメント

事業
合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 9,795 212 10,007 － 10,007

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 9,795 212 10,007 － 10,007

セグメント利益（又は損失） 2,132 △217 1,915 － 1,915

 

　なお、アドバイザリー事業の地域別内訳は以下のとおりです。

 
日本 米国 その他 計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高 5,951 3,758 85 9,795

営業利益（又は営業損失） 1,630 602 △100 2,132

　（注）「その他」に属する主な国は英国、インド、中国であります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 57円34銭 45円54銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,516 1,220

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,516 1,220

普通株式の期中平均株式数（株） 26,453,103 26,807,140

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 57円16銭 41円84銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 85,028 2,375,295

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

 

 

 

 

第４回新株予約権　　47,860個

　なお、概要は以下のとおりで

あります。

決議年月日　平成22年12月24日

新株予約権の行使期間

　自　平成23年３月11日

　至　平成32年３月９日

発行価格    　 899円

資本組入額　  　450円

－
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（重要な後発事象）

　当社は、平成27年９月28日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づき、

自己株式を取得することを決議し、下記の通り実施いたしました。

(1) 取得を行う理由

　株主への利益還元を通して株主価値の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

　①　取得した株式の種類　　　　普通株式

　②　取得した株式の総数　　　　192,500株

　③　取得価額の総額　　　　　　299百万円

　④　取得の方法　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

　⑤　取得期間　　　　　　　　　平成27年10月１日～平成27年10月８日

 

　また、当社は、平成27年11月10日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基

づき、下記の通り自己株式を取得することを決議いたしました。

(1) 取得を行う理由

　株主への利益還元を通して株主価値の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

　①　取得する株式の種類　　　　普通株式

　②　取得する株式の総数　　　　400,000株（上限とする）

　③　取得価額の総額　　　　　　500百万円（上限とする）

　④　取得期間　　　　　　　　　平成27年11月11日～平成27年12月18日

 

２【その他】

　平成27年７月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

　（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　270百万円

　（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　10円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　平成27年８月10日

（注）　平成27年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月13日

ＧＣＡサヴィアン株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 金子　寛人　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢嶋　泰久　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＧＣＡサヴィア

ン株式会社の平成27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年７月１日

から平成27年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＧＣＡサヴィアン株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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